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HMRCは先の「大規模法人税務コンプライアンスの改
善」についてのコンサルテーションを基に、従来の英国
の税務の透明性とガバナンスに重大なインパクトを与
える法案を発表しました。税務における大企業の社会
的責任を大きく変え、税務およびガバナンスについての
HMRCと大企業の関係にも影響与えるものです。 

今回のコンサルテーションでは、前回提案されていた
自主行動規範が削除されるなど、留意すべき変更点が
あります。本規範は不明確な負担をもたらすとの企業
側からの懸念に応える形でHMRCがアプローチを変

え、協力的コンプライアンスのフレームワークを提案し
たことは評価できます。しかし、このフレームワークが
HMRCと納税者間の関係性についてどのような影響を
もたらすかについては定かではありません。 

Finance Bill 2016の多くはHMRCのこれまでのイニ
シアティブから自然に発展したものであり、グローバル
な展開を反映したものです。しかし、透明性の義務（税
務戦略の開示、協力的コンプライアンス、および租税
特別措置の限定を含む）によって、納税者の透明性に
対するアプローチも大きく変わる必要があります。 

Finance Bill 2016の概要
Finance Bill 2016によって、税務プラン、税の公開性の促進、企
業ガバナンスの水準とリスク管理の強化に向けた納税慣行の改
善を目的とする新たな要件が導入されます。

Finance Bill 2016は主に以下の三分野を扱っています。

1.	 英国における税務プランに対する方針とアプローチ、HMRC
とのリレーションシップマネジメント、税務リスクおよび社内
ガバナンスへのアプローチ等を網羅し、取締役会の承認を
得た税務戦略の開示義務。

2.	 税務プラン、ガバナンスおよびリスク管理についてHMRCが
期待する納税慣行（と同時にHMRC自身が負う義務）を示し
た協力的コンプライアンスのフレームワーク。フレームワーク
への準拠の程度が企業のリスクレーティングを左右する可
能性があります。

3.	 アグレッシブな租税回避プランを繰り返す一部の大企業に
的を絞った「特別租税措置」制度。

Finance Bill 2016の実務面のポイント

•	 SAO規定の下で「適格」（英国グループの売上高200百万ポン
ド以上もしくは総資産合計20億ポンド以上が条件）とされた
インバウンド、アウトバウンド両方の英国企業グループに適用
されます。またパートナーシップ、LLPにも適用範囲が広がり
ました。.

•	 上記の売上高・資産額の条件に満たないものの、OECD 主導
のBEPSによる国別報告書の提出対象企業を親会社に持つ（
あるいはグループ本社が税務上、英国居住企業であった場合
にはその対象となるであろう）英国法人（連結グループ売上
高が586百万ポンドを超えるグループ）も含まれると思われ
ます。また、Finance Bill 2016の対象範囲が予想より広くな
ったことから、英国における企業の活動実態についてHMRC
では追加テストの導入を検討しているようです。HMRC大規
模法人課にCRMを持つ約2,100のグループがターゲット法人
とするため、最終的な要件はそれに整合するように修正され
るものと考えられています。

•	 2016年のFinance Billの効力発生後（2016年7月1日の見込
み）に開始される事業年度から適用。

•	 税務戦略をネット上で公開する義務（決算書で開示する選択
肢を排除）。

•	 税務戦略は特定の個人ではなく、取締役会全体の承認を必要
とする。

•	 不履行の場合は7,500ポンドの罰金が課される。



Finance Bill 2016は、英国におけるこれまでの透明性と
ガバナンスの景観を大きく塗り替えるものです。
企業はこのFinance Bill 2016に逸早く取組み、対象領域と対
応策を以下の手順に従って把握することが必要です。

1.	  開示・ガバナンス義務における大きな改正事項である「公
開税務戦略」の作成 。 
企業は税務プランへのアプローチとHMRCとの関わり方を
示すと同時に、効果的な税務ガバナンスの整備とリスク許
容度を公表する必要があります。
現行の税務戦略が無い場合は、企業はこれをどのように構
築し、そのプロセスには誰が必要なのかを検討しなければ
なりません。このほか、税務戦略についての公表が他国の
税務当局にどう解釈されるか（特に本国の本社の関与を必
要とするインバウンド企業）など、国際的側面の考慮も必
要となります。

2.	 税務ガバナンスの効果的なモニタリングの実現 
協力的コンプライアンスのフレームワークの文言の多くは
HMRCの観点からは目新しいものではありませんが、ビジ
ネスリスクレビューの一環として、将来、CRMがフレームワ
ークが示す行動特性に照らして納税者を評価する可能性は
高いと考えます。ビジネス上重要な税務リスクがどこにある
かを理解し、リスク評価が確実に行われ、効果的に管理さ
れているかどうかを明確に示すことができるかどうか
が、HMRCとの関係改善とリスクレーティングの低下につな
がります。

3.	 税務およびガバナンスへのアプローチと協力的コンプライ
アンスとの整合。 
多くの企業にとってこれがFinance Bill 2016の中で最も難
しい部分でしょう。特にフレームワークの一環として、企業
が「議会の意図に反しない税務結果をもたらすような取引
構成になっていると合理的に判断できる」という点について
は、経営上層部を関与させ、自社の事例と状況に応じてど
のように解釈するかを把握する必要があります。

Finance Bill 2016を境に、正式な税務管理フレームワークは日
常的なものとなっていくでしょう。また、この変化は、BEPS（特
に国別報告書）およびEU圏内で進行中の税務の透明性の開
示義務化など、税務に対する監視意識が世界的に高まってい
ることにも関連しています。

また、税務関連の情報に関する開示義務が拡大されることを
受けて、企業においては、税務担当部門を超えて、全ての関連
部門が新たな要件を広く理解し、対外的な情報の発信プロセ
スに組み込んでいくことが重要です。



私どものサービス

お問い合わせ

以下の重点領域に絞った体系的なアプローチで効果的な対応を
お手伝いします。

•	 影響度評価: Finance Bill 2016が貴社の事業に及ぼす影響に
ついて個別に分析し、注力すべき分野の特定と万全な対策の
整備をお手伝いします。

•	 税務戦略およびリスク＆ガバナンスフレームワークの構築： 
貴社の税務戦略およびリスク＆ガバナンスフレームワークが
Finance Bill 2016で求められる要求水準を満たすものであ
るであるかの検討を行わせていただきます。。フレームワー
クの構築が現在進行中である場合は、私どものこれまでの
経験と知見を動員し、貴社事業にしっかりと埋め込まれた万
全の戦略とリスク管理フレームワークの整備をサポート致し
ます。
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•	 広い観点からの分析： 税務プラン、税務ポリシー、税務の透
明性に関する報告書および全般的な税務マネジメントに対
する貴社のアプローチについてより広い観点から分析するお
手伝いを致します。個々の分野の考察に加え、PwCのT3M（
税務マネジメント及び分析ツール）などの税務診断ツールを
用いた幅広い検討が可能です。

社内の様々なステークホルダーおよび見解を取り込むことが効
果的な対応には不可欠です。PwCのワン・タックス・アプローチ
はこの点を踏まえ、税務報告・戦略、紛争処理および国際税務
の各チームが専門知識を結集し、税務ポリシーの構築をより広
い観点から議論しつつ、本コンサルテーションの個々の要件へ
の対応をお手伝いします。
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